
 

 

 

 

令和６年５月定例会 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市教育委員会 



 

 

令和６年５月長浜市教育委員会定例会 議事日程 

 

 

令和６年５月２１日（火） 午後１時３０分～ 

長浜市役所５階 教育委員会室   

 

１．開 会 

 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

 

日程第２ 会議録の承認 

４月定例会 

 

日程第３ 教育長の報告 

 

日程第４ 議案審議 

議案第１６号 議会の議決を経るべき教育関係議案に関する意見について 

議案第１７号 長浜市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 

議案第１８号 学校運営協議会委員の任命について 

 

日程第５ 協議・報告事項 

（１）長浜市就学前教育カリキュラム【改訂版】の完成について 

 

日程第６ その他 

 

３．閉 会 

令和６年６月教育委員会定例会開催日程 ６月２１日（金）午後１時３０分～ 

 



条例･教育委員会規則等の制定・改廃に関する概要説明書 

 

担  当：教育指導課 

議案番号：第１７号 

件  名：長浜市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 

 

第１ 提出理由 

  地域と学校の連携と協働を進め、地域全体で子どもの「生きる力」を育むため、社会

教育法に基づき、教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員に関する必要事項を定

めるもの。 

 

第２ 要点 

  地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、地域と学校との情報共有や連

絡調整、活動の企画立案などのコーディネートを行う人材を、法に位置付けられた「地

域学校協働活動推進員」として委嘱を行う。当該学区の学校長の推薦により教育委員会

が委嘱を行い、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までを任期とする。 

 

第３ 施行期日 

令和６年５月２１日から施行する。 



 

議案第１７号 

 

長浜市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 

 

長浜市地域学校協働活動推進員設置要綱を次のように制定することについて、教育委

員会の議決を求める。 

 

 

令和６年５月２１日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳 

 

 

長浜市地域学校協働活動推進員設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第９条の

７第１項に基づき長浜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する地域学校

協働活動推進員（以下「推進員」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 推進員は、法第５条第２項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育

委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図り、地域学校協働

活動を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、長浜市立の各小・中・義務教育学校区（以下「学校区」という。）

に推進員を置くことができる。 

（定数） 

第４条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校区１名程度を原則とする。ただ

し、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。 

（資格及び委嘱） 

第５条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校

区の学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。 

(1) 地域において社会的信望がある者 

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者 

（委嘱期間及び委嘱の解除） 

第６条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。

ただし、再任を妨げない。 

２ 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了

前であっても委嘱を解くことができる。 

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる



 

場合 

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合 

（活動内容） 

第７条 推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。 

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動 

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動 

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動 

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動 

（守秘義務） 

第８条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た

秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。 

（会議） 

第９条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて会議を開催

することができる。 

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。 

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。 

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。 

（服務） 

第１０条 推進員は、次の各号に揚げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなけ

ればならない。 

（1）関係法令およびこの要綱の規定に遵守すること。 

（2）推進員の職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしない

こと。 

（3）その職務上の地位をこの要綱に定める目的以外に利用しないこと。 

（事務局） 

第１１条 推進員及び会議の庶務は、教育委員会事務局教育指導課及び市民協働部生涯学

習課において処理する。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、推進員が活動に要する経費その他推進員に関し

必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年５月２１日から施行する。 

 



議案第１８号 

 

   学校運営協議会委員の任命について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 47条の５第２

項及び長浜市立学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 23年長浜市教

育委員会規則第２号）第６条の規定に基づき、学校運営協議会委員を次のとおり任命する

ことについて、教育委員会の議決を求める。 

 

令和６年５月２１日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳   

 

 

任命 

学校名 区分 氏名 備考 

長浜市立長浜小学校 地域住民 磯﨑 真一 新規 

 任期は、令和６年５月２１日から令和７年３月３１日までとする。 

 



<追加前＞

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹花　佑介

長浜市立長浜小学校 地域住民 佐藤　泉

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 尾崎　栄治

長浜市立長浜小学校 地域住民 杉本　義明

長浜市立長浜小学校 地域住民 鈴木　厚志

長浜市立長浜小学校 地域住民 北村　健太郎

長浜市立長浜小学校 保護者 西川　雅英

長浜市立長浜小学校 保護者 大音　貴司

長浜市立長浜小学校 保護者 國友　健治

<追加後＞

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹花　佑介

長浜市立長浜小学校 地域住民 佐藤　泉

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 尾崎　栄治

長浜市立長浜小学校 地域住民 杉本　義明

長浜市立長浜小学校 地域住民 鈴木　厚志

長浜市立長浜小学校 地域住民 北村　健太郎

長浜市立長浜小学校 保護者 西川　雅英

長浜市立長浜小学校 保護者 大音　貴司

長浜市立長浜小学校 保護者 國友　健治

長浜市立長浜小学校 地域住民 磯﨑　真一
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長浜市就学前教育カリキュラム【改訂版】の完成について 

 

１．改訂の趣旨 

本市では、平成２８年７月に「長浜市就学前教育カリキュラム」を策定し、

就学前教育において生涯にわたって必要とされる「生きる力」の土台となる「生

きる力の基礎」を育成することや、０歳児から５歳児までの子どもの発達に応

じた経験させたい内容を全市共通のものとして具体的に示してきました。 

 一方、国においては、平成３０年度から令和３年度にかけて「幼稚園教育要

領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」、「保育所保育指針」、「小学校

学習指導要領」及び「中学校学習指導要領」が改訂され、乳幼児期からの育み

たい資質・能力について、一本化して記載されたことをはじめ、就学前教育に

おける人格形成の基礎の育成がますます重要と示されました。 

本市においても、国の改訂の趣旨を踏まえ、教育・保育実践の方向性を示す

と共に、本市で大切にしているポイントを明示することで質の高い就学前教育

の推進を目指すものです。 

 

２．「長浜市就学前教育カリキュラム」の改訂の要旨 

質の高い就学前教育の推進を図るために今回の改訂では「長浜市就学前教育

カリキュラム」に次の４点を記載することで、保育者がカリキュラムに対する

理解を深め、日々の教育・保育の実践につなげようとするものです。 

  ①「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」及び「保

育所保育指針」の改訂又は改定の内容を分かりやすくカリキュラムに記

載しました。 

  ②長浜市が大切にしたい教育・保育のポイントを記載しました。（豊かなこ

とばを育む保育、園小接続） 

 ③カリキュラム改訂委員会で検討した現カリキュラム「保育の重点」を具体

化した内容を記載しました。 

 ④令和４，５年度研究内容を記載しました。（豊かなことばを育む実践事例、

自己評価項目、園小接続カリキュラム例） 

協議・報告案件（１） 

幼児課 



３．これまでの取組みと今後のスケジュール 

令和４年度 ・カリキュラム改訂委員会の開催（３グループ各６回） 

・豊かなことば育成事業（指定園による研究） 

 

令和５年度 ・カリキュラム改訂委員会の開催（３グループ各６回） 

・豊かなことば育成事業（指定園による研究 ２年次） 

・園小中接続協議会の開催、園小接続研修会の開催 

・園小接続カリキュラム作成 ※教育センター事業 

（北郷里幼稚園・さくらんぼ保育園・北郷里小学校） 

・教育委員会３月委員協議会への報告 

・長浜市就学前教育カリキュラム【改訂版】（素案）に係る意 

見照会 → 意見なし 

 

令和６年度 ・教育委員会５月定例会への報告 

・８月初旬長浜市就学前教育カリキュラム【改訂版】の発行 

・８月７日（水）長浜市就学前教育研修会の開催 

（長浜市就学前教育カリキュラム【改訂版】の周知等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


